別紙様式１－３
令和７年度出前授業等支援事業提出前確認シート
※本シートの以下の質問にご回答いただき、取組提案書とともに同封のうえ、
ご提出ください。また、本シートのコピーを作成し、お手元に保管してください。

１ 取組提案書を提出される前に以下のことについて今一度ご確認ください。
①応募するための以下の事業要件が、明確に記載されていますか。
（	はい	いいえ	）
消費者等に対して行う魚や魚食に関する理解・関心を高めるための体験型の出前
授業・課外授業等の魚食普及活動の取組であること

②募集要領の２－１に記載以外の経費として以下の経費が含まれていないか。
（	はい	いいえ	）・パソコン・タブレット等の魚食普及活動に係る出前授業・課外授業の目的以外に使用する可能性が高い備品や調理機器等の購入経費
・助成金の交付決定通知前に支払い義務が発生した経費
・令和８年３月２日以降に事業実施で発生する経費

２ 提出書類について【取組提案書提出前に確認願います】
· 取組提案書【申請書・様式】（正本） １部（複写物不可、両面印刷不可）
· 添付書類として、提出者の概要が分かる資料（定款又は業務方法書等）
· 令和７年度出前授業等支援事業提出前確認シート

３ その他注意事項【内容確認後チェック願います】
· 提出された取り組み提案書について厳正なる審査基準に基づき審査しますが、採択された場合、関係規程に基づく交付申請書を提出してください。これらの提出にあたっては、内部審査の審査結果を踏まえ、取組提案時の内容の修正、訂正等を求めることがありますので、必ずしも取組提案の内容すべてが認められるとは限りません。
· 取組提案書の提出から審査、採択、計画承認、交付決定等事業開始に至る手続きには、
1 か月程度の時間を要します。
· あらためて提出される計画承認申請書・交付申請書に記載された内容は、特別な理由がない限り、事業開始後の変更取消はできません。（提出時には、取組内容、金額、等について十分な精査が求められます。）
· 助成金は、事業を実施後、助成対象経費の支払いが完了したものについて、精査の上お支払いいたしますので、事業費については、事業実施者において全額を立て替え払いしていただく必要があります。（概算払についても、事業を実施し、支払いが完了した分についてお支払いするものであり、事業実施前にお支払するものではありません）。
· 事業実施に要した支払いを証明できない経費(領収書及び請求書、又はこれに代わるものがない経費)は助成対象になりません。申請者名:

